




○　障害福祉現場で働く方々にとって、
　令和６年度に2.5％、令和７年度に
　2.0％のベースアップへ確実につな
　がるよう加算率の引上げ行われた。

○　令和６年６月の改定で、従来の各　
　加算・各区分の要件及び加算率を組
　み合わせた４段階の「福祉・介護職
　員等処遇改善加算」に一本化された。

○　一本化後の加算については、福
　祉・介護職員への配分を基本とし、
　特に経験・技能のある職員に重点的
　に配分することとするが、事業所内
　での柔軟な職種間配分が認められて
　いる。（職種間配分ルールは統一）

○　令和６年度末までの経過措置期間
　を設け、加算率並びに月額賃金改善
　要件及び職場環境等要件に関する激
　変緩和措置が講じられた。

令和６年６月から令和６年度末までの経過措置区分とし

て、旧３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、

今般の改定による加算率の引上げを受けることができる

よう、新加算Ⅴ(1)～Ⅴ(14)を設けます。



次のいずれかに該当する職員であって、所属法人等における勤続年数10年以上の職員（※１）

・福祉介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士の資格を有している者

・心理指導担当職員（公認心理師を含む。）

・サービス管理責任者

・児童発達支援管理責任者

・サービス提供責任者

・その他研修等（※２）により専門的な技能を有すると認められる職員

（※１）ただし、各事業者の裁量によって、他の法人における経験、当該職員の業務や技能等を踏まえ設定することは可能。
（※２）強度行動障害支援者養成研修修了者、手話通訳士、点字技能士、サービス管理責任者研修修了者、児童発達支援管理責任者研修修了者、サービス提供責任者研修修了者、
　　　　たんの吸引等の実施のための研修修了者、職場適応援助者養成研修修了者、相談支援事業者研修修了者、社会福祉主事、教員免許保有者等。

次のいずれかの職種の職員

・ホームヘルパー　　　　　　　　　　　　　・生活支援員

・児童指導員　　　　　　　　　　　　　　　・保育士

・世話人　　　　　　　　　　　　　　　　　・職業指導員

・地域生活支援員　　　　　　　　　　　　　・訪問支援員

・夜間支援従事者　　　　　　　　　　　　　・賃金向上達成指導員（就労継続支援Ａ型）

・目標工賃達成指導員（就労継続新Ｂ型）　　・指導員等（児童発達支援及び放課後等デイサービス）

・共生型障害福祉サービス事業所及び特定基準該当障害福祉サービス事業所等事業所に従事する介護職



福祉専門職員配置等加算

（居宅介護、重度訪問介護、同行
援護、行動援護にあたっては特定
事業所加算）

※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期
入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関す
る加算が無いため、配置等要件は不要。

○　旧処遇改善加算Ⅲでは、任用
　要件と賃金体系の整備（新キャリア

　 パス要件Ⅰ）、研修の実施等（新キャリ
　 アパス要件Ⅱ）のどちらか一方のみ
　整備することで算定できた。
　　そのため、旧処遇改善加算Ⅲ
　を算定していた事業所は、賃金
　体系等、研修・評価制度、キャ
　リアパス等全ての整備が必要。
　 （誓約により経過措置が適用される場合は
　 　令和７年３月末までに整備が必要。）

○　キャリアパス要件Ⅰ及びⅢに
　ついては、労働法規上の就業規
　則において整備する必要がある。
　 （就業規則の作成義務のない事業所等は
　　   内規等で可。）



○　月額賃金改善要件Ⅰは令和７　
　年度から適用。既に要件を満た
　している場合は、新たに取組を
　行う必要はない。

○　月額賃金改善要件Ⅱは令和６
　年５月以前に旧３加算を算定し
　ていない事業所及び令和６年６
　月以降開設の事業所は適用を受
　けない。

○　職場環境等要件は、令和７年
　度から見直し。

○　令和６年度中の職場環境等要　
　件については、新加算Ⅰ・Ⅱは
　旧特定処遇改善加算、新加算
　Ⅲ・Ⅳは旧処遇改善加算と同等
　の取組内容、取組数で要件を満
　たす。

○　新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合、
　原則は障害福祉サービス等情報
　公表制度を活用し、取組内容を
　公表すること。

新加算Ⅰ～Ⅳへの移行に伴い、旧ベア加算
相当が新たに増える場合、新たに増えた加
算額の３分の２以上、基本給・毎月の手当
の新たな引上げを行う必要があります。

旧ベア加算未算定の場合のみ適用

  前年度と比較して、旧ベースアップ等支
援加算相当の加算額の３分の２以上の新た
な基本給等の改善（月給の引上げ）を行う。



○　新加算Ⅲ・Ⅳ：以下の全ての中から１つ以上
○　新加算Ⅰ・Ⅱ：以下の６つの区分から３つの区分を選択し、その中から各１つ以上
※全ての職員に周知が必要。
※新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合は、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目を選択すること。



○　新加算Ⅲ・Ⅳ：区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）
○　新加算Ⅰ・Ⅱ：区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち⑱は必須）
※全ての職員に周知が必要。
※新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合は、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、新加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすため
に実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載。



○　新加算Ⅰ～Ⅳに直ちに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算Ⅴ（１～14）を令和７年３月までの間に限
　り設置。

○　新加算Ⅴは、令和６年５月末時点で旧３加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・
　介護職員等ベースアップ等支援加算）のいずれかを算定している事業所が対象。
　　また、令和６年６月以降に新規開設をした事業所は新加算Ⅴの各区分を算定することはできない。

○　新加算Ⅴのいずれかを算定している事業所が、別の新加算Ⅴの区分に移行することはできない。

○　新加算Ⅴの配分方法は、加算Ⅰ～Ⅳと同様、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配
　分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。

 旧３加算
 旧加算

 旧加算



※令和６年10月～
　福祉専門職員配置等加算を算定できなくなった。

～令和６年５月

旧処遇改善加算Ⅱ
旧特定処遇改善加算Ⅰ
旧ベースアップ等支援加算　未算定

令和６年６月～

新加算Ⅴ(５)

令和６年10月～

新加算Ⅴ(６)

令和６年10月～

新加算Ⅱ

キャリアパス要件Ⅲと月額賃金改善要件Ⅱ
を整備する。

※キャリアパス要件Ⅲは令和６年中の対応の誓約で可。

算定区分変更の例

※体制届（福祉専門職員等配置加算未算定）
　処遇改善加算の変更届出書等の提出が必要。

・福祉・介護職員等処遇改善加算
　等に関するQ＆A（第２版）
（令和６年７月９日）

※ 別の新加算Ⅴの区分には移行できない。



○　キャリアパス等の整備が必須となった。

　　①任用要件、②賃金体系、③研修の実施又は研修の機会の確保、④昇級の仕組み又は定期に昇級を判定する仕組み

　を令和７年３月末までに整備する。
　・　旧処遇改善加算Ⅲ（上記①＋②又は③）を算定していた事業所は、上記①から③の全ての体制整備を早急に行う
　　必要がある。
　・　旧処遇改善加算ⅡまたはⅢで算定していた事業所であって、新加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを算定する場合には、
　　上記④の体制整備を早急に行う必要がある。

○　キャリアパス要件Ⅰ及びⅢについて、労働法規上の就業規則において整備する必要がある。

　　労働法規上の就業規則で任用要件、賃金体系、昇級の仕組み又は定期に昇給を判定する仕組みを整備し、職員に周

　知が必要。
　・　就業規則の作成義務が無い事業所等（常時雇用する者が10人未満の事業所等）においては、内規等による書面整
　　備が必要である。（令和６年度処遇改善計画書の様式７参考２キャリアパス・賃金規定例を参考。）

○　経験・技能のある障害福祉人材への月額８万円以上の賃金改善要件がなくなった。

　　経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること（賃
　金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。）が必要。
　・　旧特定加算を月額８万円以上の賃金改善で算定していた事業所は、経験・技能のある障害福祉人材の年収を考慮
　　し賃金改善を行う必要がある。
　・　令和６年中は賃金改善額が月額平均８万円以上でも可。





計画書 実績報告書

下記以外ああああああああああああああ 別紙様式２－１～２－４

一括で申請する事業所数が10以下の場合 別紙様式６ｰ１・６－２

令和６年度から新規算定であってああ
新加算Ⅲ又は新加算Ⅳを算定する場合

別紙様式７－１ 別紙様式７－２

別紙様式３－１～３－３あ

様
式
の
特
例

○　処遇改善加算の変更届出書（別紙様式４）及び 別紙様式２を提出

※ 当初の計画を別紙様式６または７で提出した場合であっても、変更のあった場合は別紙様式２を提出してください。
※ 新加算Ⅴを算定している場合、別の新加算Ⅴの区分に移行することはできない。
※ 新加算Ⅰを取得している事業所が、職員配置の変更等により福祉専門職員等加算を算定できなくなった際には、
　 新加算Ⅱへ区分変更が必要。


